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市
で
は
福
祉
や
教
育
、
生
活
環
境
の
整

備
な
ど
、市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
た
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
や
施
策
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
納
付
す
る
市
税
等

は
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の

大
切
な
財
源
の
ひ
と
つ
で
す
。
も
し
、
市

税
等
の
滞
納
が
多
け
れ
ば
ど
う
な
る
で

し
ょ
う
か
。

　
市
税
等
の
滞
納
は
、
そ
の
財
源
確
保
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

ま
た
、
督
促
状
の
発
送
な
ど
の
不
必
要
な

経
費
に
税
金
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
と
き
は
相
談
を

　
事
業
の
休
廃
止
、
本
人
や
家
族
の
病
気

や
事
故
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
猶
予
制
度
を
受

け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
滞
納
は
放

置
せ
ず
、
早
め
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
筑
紫
地
区
で
は
年
に
１
回
、
差
し
押
さ

え
た
動
産
を
換
価
す
る
た
め
公
売
を
合
同

で
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
取
り
組
み
を
通

じ
て
、
滞
納
縮
減
と
納
税
に
対
す
る
理
解

を
図
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
合
同
公
売
会

●
問
い
合
わ
せ
先

　
　
収
納
課
収
納
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
３
１

☎（
５
８
０
）１
９
７
４

以
外
に
も
、
筑
紫
地
区
各
市
町
で
は
、
独

自
に
公
売
会
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
市
で
も
、
期
間
入
札
公
売
や
ヤ
フ
ー
㈱

が
運
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
を
利
用
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公

売
を
行
っ
て
い
ま
す
。実
施
す
る
と
き
は
、

広
報
「
大
野
城
」
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

納
付
さ
れ
た
人
と
の
公
平
性
を
欠
く
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。

　
市
で
は
、市
民
の
皆
さ
ん
の
納
税
の
公

平
性
を
保
ち
、財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
徴
収
対
策
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い
場
合

は
、滞
納
市
税
等
の
ほ
か
に
※
年
８
・
９
％

（
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
は
２
・
６
％
）
の
割
合
で
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

※
数
字
は
平
成
30
年
中
の
割
合

滞納は絶対許さない
～市税等は納期内に納付してください～

～滞納は許しません
　市税等の納期内納付にご協力ください～

滞納処分の流れ

筑紫地区合同公売会 ｉｎ だざいふ

納期限一覧

差押件数

昨年の合同公売会の様子
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督促・催告
　納期限までに市税等の納付がない場合、督促状
を送ります。督促状を送付しても納付がない場合
には、電話や訪問、文書により催告します。
※電話や訪問、催告書の送付は、法律に定められ
ているものではありません。滞納の状況や経緯
によっては省略されることもあります。

財産調査　
　金融機関や勤務先、取引先などに対して財産の
調査を行います。
滞納処分　
　地方税法、国税徴収法などに基づき、預貯金や
生命保険、給与、不動産などを差し押さえます。
　また、必要があるときは自宅を捜索して、車両
や動産を差し押さえます。捜索は同法に基づいて
行うため、裁判所の令状を必要としません。
　（写真は捜索時に差し押さえた動産）

換価・配当　
　債権（預金や給与など）は取り立てにより、不
動産や動産は公売により換価され、滞納市税等に
充てられます。

●日時　３月３日㈯（開場と受付　午前９時半～）
●スケジュール　
　　第１回入札　　午前10時20分～10時35分
　　第２回入札　　午前11時35分～11時50分
　　再度入札　　　午後０時50分～１時
　　代金納付期限　午後２時20分
●会場　太宰府市総合体育館　とびうめアリーナ
〔太宰府市大字向佐野〕

●出品予定物　日用品、贈答品、家電品など約
300点（市ホームページに一覧表を掲載）

●当日必要なもの　◇購入代金◇身分証明書（運
転免許証など）◇印鑑◇委任状（代理人が入
札・落札する場合）◇上履き

●内容　下見の後に入札を行い、落札者は代金を
納付して、物品を持ち帰ることができます。

※物品は中古品扱いとなり、保証はありません。
※落札者は辞退できません。

※平成29年度は、12月末現在の件数

28

差
押
動
産
の
公
売
を
行
っ
て
い
ま
す

※納期限が土・日曜日、祝日の場合、翌営業日になります。     
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期
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齢
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医
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介
護
保
険
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軽
自
動
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民
健
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保
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固
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都
市
計
画
税


